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○議長（吉田敏郎） 

引き続き、一般質問を行います。 

３番、武井正広議員、どうぞ。 

○３番（武井正広） 

皆様、こんにちは。 

それでは、３番議員、私から質問させていただきます。先ほどの井上三史議員に続

きまして台風関連にはなりますが、先ほど井上議員は、どちらかというと具体的な水

路関係のことをおっしゃられていましたが、私は町全体について少し質問をさせてい

ただきたいと思います。 

それでは、巨大台風１９号への対応と今後の防災対策は。 

世界的な異常気象の中、地球温暖化の影響か、日本近海の海水温の上昇により、年々、

日本へ襲来する台風が大型化しています。台風による雨も過去に経験したことがない

ような豪雨となり、それに伴い河川の氾濫、浸水被害を引き起こしています。今後も

台風１９号のような巨大な台風が毎年発生し、上陸する可能性すらあります。 

今回の台風１９号は、地球史上最大級との報道もあり、台風上陸前から多くの方々

の防災意識は非常に高まっていたように思われます。東海地方から関東地方へ上陸し

た台風１９号は、各地で甚大な被害をもたらし、箱根では日本史上最大の１千ミリと

いう降雨、そして酒匂川上流でも６００ミリを超える降雨量でありました。本町でも

はじめて避難準備・高齢者等避難開始の避難情報が発令され、水辺スポーツ公園は浸

水の被害を受けてしまいましたが、幸いにして酒匂川氾濫という最悪の事態は免れま

した。 

今回の台風１９号への準備、対応を教訓とし、今後も起こり得る巨大台風、豪雨に

しっかりと備える必要があると考え、次の事項を質問いたします。 

一つ目、台風１９号への対応と今後の課題は。 

二つ目、洪水ハザードマップで浸水想定区域内の避難場所についての見解は。 

三つ目、三保ダムとの連携状況は。 

四つ目、酒匂川右岸の霞提の現状と課題は。 

以上の質問になります。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

それでは、武井議員の御質問にお答えをいたします。 

１０月１２日から１３日にかけて上陸した台風１９号は、予想を上回る甚大な被害、

また広範囲で被害をもたらしました。神奈川県西部の箱根町では１千ミリを超える降

雨量による土砂災害、南足柄市や山北町でも山間部を中心に被害が発生しております。

事前の気象庁の予報では、開成町においても洪水ハザードマップで示す「想定し得る

最大規模の降雨」に匹敵するような降雨をもたらす可能性があったため、町では緊張

感を持って対応に当たりました。 
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それでは、１点目の台風１９号への対応と今後の課題について、お答えをいたしま

す。 

町では、前日１１日の午前から、三役と関係管理職による台風対策会議を２回開催

し、職員の全員参集、自主避難所等の開設を決定いたしました。台風当日は、午前７

時４０分に第１回警戒対策会議を開催し、自主避難所等の開設、町内パトロールを計

画するなど対応に当たりました。午後１時３０分には、警戒対策会議を災害対策本部

に切りかえるとともに、警戒レベル３、「避難準備・高齢者等避難開始」の発令、十

文字橋の通行どめ措置の実施を行い、横浜地方気象台や県からの情報、三保ダムの放

流状況などを確認しながら台風警戒に当たっておりました。 

開設した広域避難所等の関係では、３カ所の広域避難所と要援護者用拠点施設であ

る福祉会館へは、合計で最大３１８名の方が避難されております。１２日午後９時に

は酒匂川の松田水位計では最大２．７４メートルとなりましたが、降雨が峠を越えた

ことや、三保ダムでもこれ以上、放流はしないことを確認したことから、避難勧告の

発令に至ることはありませんでした。 

台風１９号での開成町の総降雨量は、吉田島にあります県西土木事務所の雨量計で

総雨量３０８ミリ、最大時間雨量２４ミリでありました。これらの降雨の影響等もあ

り、開成水辺スポーツ公園では冠水被害を受けましたが、幸いにも人的災害の発生に

は至りませんでした。 

台風１９号での対策では、全職員の参集、広域避難所等開設、警戒レベル３、避難

準備・高齢者等避難開始発令など、開成町でははじめての対応や対策を実施いたしま

したが、良好に機能したものと考えております。現在の地域防災計画では、風水害対

策については地震編を準用する形となっておりますが、実際とは乖離があるため、次

期計画の改定の際には、今回、実践対応で得たノウハウ等をベースにしながら、風水

害に対応した計画を策定していきたいと考えております。 

次に、２点目の洪水ハザードマップで浸水想定区域内の避難場所についての見解に

ついて、お答えをいたします。 

開成町洪水ハザードマップは、神奈川県が発表した酒匂川水系の酒匂川、仙了川、

要定川の浸水想定区域図をもとに、想定される最大の浸水深を示したものであります。

また、洪水ハザードマップで示している避難場所としては、公共施設のうち広域避難

所５カ所、地域避難所５カ所、要援護者用拠点施設１カ所、及び浸水災害発生時一時

避難場所として民間企業等の施設７カ所を風水害時に開設できる避難施設としてお

ります。自治会館等については、浸水が想定されていない地域の自治会館等を地域避

難所としております。 

浸水災害発生時、一時避難場所として協定を締結しております７カ所の民間等の施

設は、大規模な浸水災害が発生した場合に、地域避難所及び広域避難所に避難する時

間的・地理的余裕がない場合に、一時的に避難する場所として建物の上階への垂直避

難を施設管理者と取り決めをしているものであります。広域避難所、要援護者用拠点

施設は、浸水想定区域内に位置する施設もありますが、状況により建物の上に垂直避
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難することで対応できるものであります。 

現在、実施しております自治会ごとの説明会では、避難する場所は町の広域避難所

等に限らず、親しい友人宅や親戚宅に避難することも視野に入れ、いざというときに

は避難させてもらえるように事前にお願いしておくことなどの促しも行っておりま

す。 

次に、３点目の三保ダムとの連携状況について、お答えをいたします。 

三保ダムとの連携については、神奈川県水防計画に定められた通報連絡系統図によ

り放流連絡等がなされている体制のもと運用されており、町では三保ダムの放流量等

について順次情報を得ております。また、台風接近時などには、必要に応じて三保ダ

ム管理事務所へ直接、状況の確認も行っております。 

なお、三保ダムでは、洪水期を６月１５日から１０月１５日までと定め、貯水池の

満水面に対して５．７メートル低い貯水位で運用しております。台風１９号の際も、

ダムに流れ込む流入量に対して放流量の調整を図った上で放流を行っており、ダム水

位も洪水期水位を超えることなく操作がされております。 

４点目の酒匂川右岸のかすみ提の現状と課題について、お答えをいたします。 

足柄大橋付近のかすみ堤内については、現状は農地で使用されております。先日の

台風１９号の際には、酒匂川からの逆流により付近の河川の水が滞留したことにより、

付近の農地が一時的に冠水していることは確認をしているところであります。かすみ

堤を含め酒匂川の堤防など治水対策については、かながわの川づくり計画等に基づき、

神奈川県により適正な管理運用が図られているものと考えております。 

最後になりますが、町では洪水ハザードマップをもとに自治会単位で説明会を実施

いたしました。説明会の中では、町は的確な判断のもと、町民の皆さんに迅速に情報

提供を行ってまいりますので、町民の皆さんは自分の命を第一として、速やかに避難

行動をとっていただけるようお願いをしております。こうした周知・啓発活動を繰り

返していくことで、「逃げ遅れゼロ」を目指してまいりたいと考えております。 

以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

一定の答弁をいただきました。それでは、再質問に移らせていただきたいと思うの

ですが、今回、この質問の僕の基本的な趣旨というのは、よく言われる「自助、公助、

共助」という言葉がありますが、この自助の力、自助力の向上をさせるということが、

実は公助、共助の向上にもつながるのではないかとも考えております。そういった思

いで質問全体をさせていただきます。 

それでは、まず最初なのですが、今、町長の答弁の中で、台風１９号への対策はう

まく機能したと考えているが、地域防災計画とは乖離しているため、これは地震を主

としていたということですが、これから修正していくにしても、実際、ああいう台風

があったわけなので、乖離しているのは非常にまずかったということなのですが、そ
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れでは具体的に地震以外の風水害に対しては何が乖離されていたのか、少し話を伺え

ればと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

御質問にお答えしたいと思います。 

今現在の地域防災計画は、ベースとなるものが地震をベースに考えているものでご

ざいまして、内容を見ますと、風水害については地震編を準用する内容となってござ

います。そういった段階でも、本当に初期の職員が参集する段階のことから、全てが

もう違っているといいますか、大分かけ離れているという現実がございますので、そ

ういう段階から全て見直していきたいと考えているところでございます。地震ですと、

地震が発生した後、参集するわけなのですけれども、風水害ですと、もう事前の予知

段階といいますか、情報を得た段階で徐々に実際には職員が集まる体制というのをと

っていますので、そういったところから、もう違いが発生しているというところでご

ざいます。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

まず職員の参集から違うというところなのですが、今回、浸水ハザードマップ、新

しい想定雨量になって出てきたのが今年の２月からですね。開成町の地域防災計画は

２８年につくられたということですが、そもそも、これを見ると想定雨量自体が、そ

の前ですから、職員の招集以前として想定も全く違うということで、ここの修正とい

うのは早急にやっていただきたい。これは、逆に、いつごろまでにやられるのでしょ

うか。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

お答えしたいと思います。 

地域防災計画につきましては、担当課としましては、来年度から改定に入りたいと

思ってございます。来年度といいましても、すぐにできるわけではございませんので、

そういった風水害対応の場合にはタイムラインというものを、時間の経過ごとに、ど

ういう行動をとるというものも必要となってきますので、地域防災計画の前には、そ

ちらのタイムラインというものも、今回のそういった経験を得ましたので、より細か

いものをつくりながら、計画が策定されるまでは、そういったものを主体として対策

に当たっていきたいと考えております。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 
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ぜひ、早急に地域防災計画の風水害、改定していただいて、来年以降もこういった

ことが起きる可能性は非常に高いですから、お願いしたいと思います。 

続きましての質問なのですが、私の最初に出た台風１９号への対応と今後の課題、

それからハザードマップの浸水想定区域の避難所といろいろ絡むところはあるので

すけれども、１９号の、もう一回、話を戻しますが、今回の１９号、事前には地球史

上最大級の台風との報道もありました。気象庁も、異例の３日前に記者会見を開くと

いうことがありました。そして、世界中でも報道され、この夏、私の家にホームステ

イに来たアメリカのカリフォルニアに住んでいる学生も、この台風の前に私のところ

にラインをしてきまして「大丈夫ですか」と。「えっ」と思ったら、「こちらでも大々

的なニュースになっています」と。やはり、そのくらいの大きな台風だったと。  

ましてや、開成町でも、はじめて避難準備・高齢者等避難開始の避難情報が発令さ

れました。今後、毎年、このような台風が温暖化の影響で発生し、襲来する可能性は

高くなっていると思います。今後のために、この台風１９号での町としての準備、対

応、結果をしっかりと評価し、次につなげることが当然大切なことです。そのために

も、まずは、この台風が何があったのか、しっかりと町民の皆さんに伝えることが大

切だと思います。町として、今回の警戒対応、経過、そして被害状況、課題を、しっ

かりと分かりやすく広報やホームページで知らせていただきたい。それにより、町民

の皆さんの意識も高まってくるのではないでしょうか。そうすることが自助、公助、

共助の力を高めることにつながっていくと考えますが、いかがでしょうか。  

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

お答えしたいと思います。 

町では、今回の台風１９号の関係につきまして、そちらの警戒態勢と経過について

ということでまとめをさせていただきました。これで議会の皆様と、あと自治会長会

議、こちらでも、こちらについてはお示しをさせていただいたところでございます。

そのほかに、職員からも意見ですとか今後の改善の提案的なところの意見もいただい

ておりまして、そちらを今現在、まとめているところでございます。そちらについて

は、町長等の指示で、やはり改善、課題について検証していかないといけないという

ことでございますので、職員の中ではございますけれども議論の場を設けて、一つ一

つの課題について、どう解決していくかというところもまとめていきたいと考えてお

りますので。 

今、現在、この間、お示しした内容であれば公表は可能なのですけれども、課題に

ついてのどうするかというところまでは、まだ出ておりませんので、そちらについて

は今後になってしまうかと思ってございます。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 
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前回、全員協議会で伝えていただいた警戒対応及び経過について、それから水辺ス

ポーツ公園の被害状況等とか、非常に分かりやすく資料ができ上がっているなと思い

ます。こういうのを、もう本当に分かりやすく、ぜひ広報に載せていただきたい。町

民自体が、このとき何が起きていたのかということを知ることがすごく大切で、では、

実際、水辺って、どこまで水が上がっていたのだろうかと。あのときに家から車に乗

って川を見に行くことは、できないですものね。ですから、そういった、町がこうい

う対応をしていったのだ、酒匂川はこういう水位だったのだ、水辺の状況はこうだっ

たのだ、三保ダムの状況はこうだったのだ、こういったものを、ぜひ、早く、分かり

やすく町民に広報するような形をお願いしたいと思います。 

ちなみに山北町では１２月１日の広報に、被害があったのも事実なのですけれども、

断水とか、やはり経緯がきちんと載っているのです。ただ断水があったとか土砂崩れ

があっただけではなくて、町がどういうタイミングで、どういう招集をして、そして、

どういうことを発令して、東電からどういう状況があっただとか、そういったところ

も、もう既に載っています。ほかの市・町がどうこうは別として、ぜひ、自助力の質

を高めていくためにも、早期にそういった広報をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。広報、ぜひ載せてください。いかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

行政推進部長。 

○行政推進部長（秋谷 勉） 

武井議員のお話でございます。町では毎年、防災の近辺には情報も出してございま

す。「喉元過ぎれば」という言葉もありますので、広報する時期はお任せいただくと

いうことになりましょうが、この辺の今年の部分については生かした、また住民への

周知の広報づくりというのには努めてまいりたいと考えてございます。  

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

ぜひ、よろしくお願いします。 

それでは、次に行きたいと思います。避難情報の発令についてなのですが、今回、

１２日の１３時半に警戒レベル３、避難準備・高齢者等避難開始の避難情報が発令さ

れました。最大、夜８時に３１８名が避難されたということですが、台風まっただ中、

当日ですね、そして後日もそうなのですが、町民の皆さんから聞いたのは、いつ避難

したら良いのという話を実は何件か聞いているのです。特に、駅の東側にお住まいの

方々から聞きました。今回の台風は、近隣市・町では軒並み朝方から避難勧告等も発

令されていたので、余計、そういう心配をされていた方が多かったようです。  

私の家でも、中家村の友人が「避難するよ」と妻のところに連絡をしてきたら、妻

が「うちは大丈夫」という話になるわけです。私も、外にはもちろん行けなかったの

ですけれども、家の中でさまざまな情報はとっていたので、この情報なら避難しなく
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て家にいて大丈夫だなという判断をしたので「大丈夫だよ」ということがあったので

すが、現実的には、多くの家庭でこのようなことがあったと思います。このような状

況について、まずはどうお考えでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

お答えしたいと思います。 

開成町におきまして、今回、当初は自主避難場所というところでございまして、そ

ちらの開設をするというのは前日に決定していたところでございます。当日は、朝９

時には開設というところでお知らせをしてございます。ですから、朝９時から開きま

すということは、防災無線等を通じて発信させていただいたところでございます。そ

の後、先ほどございました警戒レベル３というものを１３時３０分、午後１時半に発

令しましたので、実際、避難してくる方は、その時間後に大分増えてきた実態が見え

るところでございます。そこも実際には避難準備というところで、高齢者等の方につ

いては、ここで避難開始をお願いしているところでございます。 

今回につきましても、本来のハザードマップに載っております避難の準備よりも前

段階で発信をさせていただいているところでございます。これにつきましても、やは

り、できるだけ早い明るい時期にというところの判断もございました。その後、避難

勧告につきましては、そこまで至らなかったのですけれども、そちらについても、発

する場合には、できるだけ早い明るい時間帯というところでの内部の話し合いはさせ

ていただいたところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

ありがとうございます。今回、こういう非常に大きな台風を自分で感じると、情報

の伝達が一番大切だなと改めて思ったところです。ハザードマップもすごくよくでき

ているのですけれども、実際、家の中にいたときに情報を受けるのは何かなと考える

と、テレビ、それからパソコン、スマホ、インターネットですね、それから防災無線

という形になるのですが、もちろん、さっきもお話ししましたけれども、あの台風の

中で川の状況、どうかなと、とても出られる状況ではないし、出ては危険ですし、や

らないわけです。 

今回、良かったのは、当初予報されていたほどの風が吹かなかったからだと思うの

です。小田原でも２３メートル、４メートルぐらいの風で済んだということで。ただ、

事前に予想されたような風が吹いた場合には、当然、停電が起きたと思われます。停

電が起きたときに何が残っているのかといったときに、テレビがだめになります。そ

うすると、スマホ、それから防災無線、一般的な家だと、これしか残らないというこ

とです。でも、若いお家で一生懸命、情報をとれば良いのですけれども、そうではな

いと結構、状況が分からないということが起きますよね。そうすると、今、防災ラジ
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オがありますけれども、電池式のラジオというのは実は非常に有効なのかなと。  

今回、防災無線を含めてアナログからデジタルに変わるということで、防災ラジオ

についてもいろいろ話はありますけれども、本来、各家庭で考えてくれなければいけ

ないことですけれども、そういう防災用の電池式のラジオというのも、今後、いろい

ろな形で普及というか啓発とかしていくような形もさらに必要かと思うのですが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

お答えしたいと思います。 

防災ラジオにつきましては、今現在、アナログの電波で発信をしているものでござ

います。ここでデジタル化工事ということになりまして、今のところデジタルに対応

したラジオというものはない状態でございますので、町としましては、今、おっしゃ

られましたとおり、いろいろな媒体で情報がとれるようにというところで情報提供を

図っていきたいと考えてございます。 

その中では、安心メール、そういったものも登録いただきますと防災無線と同じ情

報をメールに流すことができますし、そういったところのお話をしてございます。そ

のほかいろいろな媒体でのお話もございますので、今後、整備を進めるとともに、ど

んどん情報を得る媒体というものは増やしていきたいと考えているところでござい

ます。 

防災ラジオにつきましては、防災ラジオ、今は戸別受信器がありますけれども、今

はアナログなのですが、今度、新しい機械におきましてもデジタルとアナログの両方

の波を発することができますので、今現在の戸別受信器と防災ラジオについては、こ

こ何年間は使用が可能な状況となってございます。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

防災ラジオは別として、やはり電池式のラジオを各自、持っていただくような形に

していくことも、すごく大切なことではないのかなということなのです。そして、先

ほどから私も話をしているように、自助、公助、共助の特に自助力の向上のためには、

情報伝達と同時に各自、町民の皆さんがどう情報をとったら良いのかということを、

都度、広報や防災訓練などで伝えていく、何か物を配付していく、そういったことも

すごく大切なことではないかと思うのです。 

確かに、ハザードマップは、見れば見るほど、どこから情報をとってねということ

は載っていて、そこを熟知していれば良いのかもしれないですけれども、では、どう

いう順番でやっていったら良いのかと。避難するにしても。何か、そういった、ハン

ドブックではないですけれども、チラシとかハンドブックとかというようなもので、

台風シーズンの前とか年間を通しながら常に啓発活動をしていく。例えば、小学校、
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中学校、幼稚園で保護者向けに配付していく。それは、１回、２回ではなくて、本当

に町民の全ての人たちが理解してもらえるように、それを努力し続けるということが

自助力の向上及び公助、共助の力が上がっていくと思われますが、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今、武井議員が言われるとおり、命にかかわる情報というのはすごく大事だと。私

が町長になったのが東日本大震災の後で、ずっと８年間、それをやってきたのですけ

れども、今回、改めて防災無線の声が聞こえなかったという話を聞きました。今まで

防災ラジオを使ったりメールをやったりｔｖｋの文字情報をやったり、さまざまやっ

てきたのですけれども、なかなか一般の人は、そこから情報をとろうというところが

足りない。それは我々のＰＲ不足が、まだ、言われるとおり、あったのだと思います

けれども、改めて今回、そういうことに気づきました。 

もっともっときめ細かく、さまざまな情報手段を我々は出しているつもりです、こ

の８年間で。そういう手段を増やしてきました。ですけれども、いまだに防災無線が

聞こえるか聞こえないかというところでとまっているところが多いということで、改

めて、もっともっと。今、ハザードマップの説明会も各地区、やっていますけれども、

そういうところで、とり方、自分で情報のとり方というものをきめ細かく、もう少し

ＰＲをしていく、啓発をしていくということが一番大事なのかなと。まず命が助かる

ということが一番大事なことだと私は思っていますので、これからも、それはきちん

とやっていきたいと思います。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

今、町長から答弁いただきました。ぜひ、命を守るということ、安全に住める、安

心に住める開成町を目指して、そこの部分は進めていただきたいと思います。  

続きまして、項目でいくとハザードマップの部分になるかと思うのですが、そこの

部分の話をさせていただきます。 

ハザードマップの中で避難所についてなのですが、浸水想定区域内に避難場所があ

る。開成町という面積が小さいということは分かっていながら話をさせていただきま

すけれども、地震のときの避難所なら今回の文命中学校、開成小学校、それから開成

南小学校、福祉会館等で良いのかと思うのですが、洪水時に対応する避難場所として

浸水想定区域にあるところを使うというのは、やはりどうなのかなと。 

先ほどの答弁の中でも、最初の答弁ですね、浸水想定区域内でも垂直避難をすれば

良いという話がありました。ただ、台風１５号のときに千葉県の茂原市でニュースで

ありましたよね。茂原市の中央公民館が浸水想定区域内にある避難所、そこにたくさ

んの人が避難したら、結局、浸水してしまったのでボートで救助したということも現
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実にあるわけです。ましてや、台風１９号では全国の７１の河川が決壊しています。

そう考えると、浸水想定区域内にある文命中学校を浸水避難時の避難所にするのはど

うなのかなとは思うのですが、どうでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

お答えしたいと思います。 

文命中学校についても、浸水想定区域内にあるものでございます。浸水の場合は想

定されるということでございますので、そういった場合には、答弁でもございました

けれども、校舎とか、そういった上階に避難するということも想定しているところで

ございますので、そういったところで浸水時にしても避難は可能な施設として町とし

ては見ております。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

自助力を上げていくということを考えるためには、判断できなくてはいけないので

すけれども、１０月に、台風の翌週ぐらいですか、町長があるところで御挨拶した一

例の話として、上島の方が台風のときに、文命中学校が避難場所だということだった

のだけれども、いや、文中は危ないから開成小学校に避難したよというお話を町長が

されました。それを町長は、これも浸水防災訓練の成果だと、各自が判断してくれた

という話をされたのですが、私は、それが違うのではないのかなと。判断してくれた

のかもしれないけれども、そもそも住民の人が、そこは危ないのかなと思っていると

ころを避難場所に、幾ら小さな開成町だからといって、設定しているのはどうなのか

なと。 

ましてや、酒匂川の、開成町のハザードマップでは、決壊というか越水するような

危険性がある３カ所というのが、高台病院であったり自動車学校の裏であったり、そ

れから足柄大橋のあたりだとかとなっていったときに、私もサイクリングコース、土

手、晴れの日に走りまして、どこが一番、堤防が薄かったり危険なのかなと見ると、

私が見る限り、やはり自動車学校の裏あたりとか旧十文字橋近辺というのが上の部分

が堤防が少し薄いのかなと、肌感覚ですけれども、思ったりするところはあるわけで

す。そう考えていったときに、やはり文中を設定していること自体、少し不思議だな

と。 

町民の方々の自助力の向上をしていくためにも、あえて危険だなと思うところを設

定する必要はなくて、では、どうしたら良いかなと考えたときに、今回、庁舎も新庁

舎になったわけではないですか。町民センターも教育委員会が移るということで、あ

る程度のスペースは現実にできるわけです。では、そのかわりに、仮に新庁舎の１階

にスペースがかなりあったりとか、町民センター、スペースがあったりするので、そ

ういったところを広域避難場所として設定することもできるのではないかと思うの
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ですが、いかがでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今、文中、福祉会館、南小学校は、確かに水が来るところになっております、実際。

だからといって、それが危険だとは私は思っていません。要は、頑固な建物で上に行

ける場所がきちんとある、そこに逃げることは別に危険な場所ではないと。確かに、

水が来るかもしれない。それは、水が来た後、逃げる話ではないのです。水が来てし

まったら、もう外に出てはいけないということを伝えなくてはいけない。それは、家

の中にいて２階へ逃げると。２階のない家は、事前に早く頑固なところ、また２階の

ある家に行くというのがすごく大事なことだと私は思う。 

先ほども言ったように、一番大事なことは命が助かるということだと私は思ってい

ます。一時避難所というのは一時なのです。最大で、開成町では水があっても１２時

間で引くと。先ほどのかすみ堤のところは２４時間かかるかもしれませんけれども、

それ以外のところはテレビでやっているように水がずっとたまっているわけではな

いのです、開成町は。傾斜があって１２時間で流れてしまうという。ある程度、上が

減れば。ハザードマップに書いてあると思うのですけれども、そういうことの中で、

一時的に、どこに逃げたら一番安全かという。 

結果的に、確かに３メートルの水が来る想定にはなっておりますけれども、先に逃

げて２階、３階のある文命中学校は、別に危険なところではないという。先ほどの例

は、話がありましたけれども、自発的に文中より開成小学校のほうが、その人は、本

人が自分自身として安全だからこちらに逃げたということで、その判断はすごく大事

なことだと思う。だけれども、文中が危険だということではないと私は思っています。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

あと、説明会等を実施している中では、逃げる道ですとか逃げる場所については、

本当に御自分で判断してくださいということをお伝えしてございます。広域避難場所、

現在５カ所ございますけれども、変な話、堤防が切れることがあった場合、そのとき

によっては、あけない広域避難場所というのも出てきますので、それは、しっかり町

の情報を聞いて、あいている広域避難場所に逃げるようにというところでお話をさせ

ていただいているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

少し前に話が戻りますけれども、地域防災計画自体が実際、今、乖離しているとい

うことで、これからそこを埋めていくという話もありましたけれども、今回、最初に

町長の答弁であった中で、こういうところがありましたよね。一時避難場所の話なの
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ですけれども、協定を締結している７カ所の民間等の施設は、大規模な浸水災害が発

生した場合に、地域避難所及び広域避難所に避難する時間的・地理的余裕がない場合

に、一時的に避難する場所として建物の上階への垂直避難を施設管理者と取り決めて

いると。 

となったときに、今回、乖離しているから、これから埋めていくのですけれども、

シミュレーションをしていくと、仮に水が増えていって越水なりなんなり浸水してい

ってしまったときに、どういうふうにイメージしていけば良いのですか。今回、３カ

所を朝からあけて、そこに行って、それが浸水しはじめたというときに、一時避難場

所、例えば、遠いところであれば先進研だとかがあるわけですよね、何カ所か。南開

工業さんとか。それと、どういうふうに考えて避難していけば良いのでしょうか。こ

れは、自助力の向上という意味でも、僕自身、どういうふうにそこを考えていって良

いのかなということがちょっと分からなくて。課長、いかがですか。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

お答えしたいと思います。 

町では、本当に事前事前に、避難準備からはじまりまして避難勧告、町としては、

避難勧告を出した時点で皆様にも避難を済ませてくださいということで説明会でも

お話をしているところでございます。それでも、なおかつ避難が遅れた場合に、避難

勧告のときには既に広域避難所があいているわけなのですけれども、それでも遅れた

場合に、最終的な逃げ場所がない場合には、そちらの一時避難場所へ逃げるという手

はずとなりますので、基本的には、もう広域避難所へ皆さんが逃げているという想定

をしているところでございます。ですので、一時避難場所についても、町が判断した

中では施設管理者にあけていただく手だてはしておきますけれども、基本的には広域

避難所に早目早目に逃げていただいて、それでも最終的に逃げ遅れてしまった場合に

は一時避難場所に逃げてくださいというお話をさせていただいております。  

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

はい、分かりました。そうすると、今回であれば３カ所の避難場所があって、まず

は、そこに、避難勧告が出ても出なくても、自主避難という形であっても、まずは、

そこに避難しましょうと。万が一、浸水してきてしまったときには、そこにいる人た

ちは垂直避難してくださいと。そこまで行けなかった人たちは一時的避難場所のとこ

ろの高所に避難してくれというのが、今現在の町の考え方ということでよろしいので

すね。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 
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そうですね。そのような形でお伝えしてございます。 

あと、なおかつ外へ出ると危ないという場合には、もう自宅の２階とか上階へとい

うことも、あわせてお話はしてございます。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

分かりました。そこは、町の考え方と私の頭も整理ができました。  

続きましてですが、ハザードマップを見ますと南足柄方面に逃げろという形であり

ますけれども、これも当然、地続きで海抜が高いところですから当たり前のことかと

思うのですが、先ほどから言っている自助力の向上をしていくためには、南足柄方面

に逃げろということに対して、南足柄市さんとは具体的に、こういったことがあった

ときには、こういうふうに避難させてもらうというか、そういう何か話というのがあ

るのでしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

お答えしたいと思います。 

ハザードマップで示しています赤い矢印、こちらについては大まかな逃げる方向と

いうのを、やはり酒匂川が一番危険ですので、酒匂川から離れた方向へ逃げるという

ところを示してございます。 

今、南足柄市との協定的なところでございますけれども、それにつきましても、ほ

かの市・町も危機感がありますので、今現在、小田原市さんと開成町と南足柄市で相

互に、そういった住民が逃げられないかというところの協議をはじめております。小

田原市さんで言いますと開成町へ逃げてきたいというのがありますし、開成町は南足

柄市へ逃げたいというのがありますので、その辺の話し合いをはじめたところでござ

います。 

○議長（吉田敏郎） 

町民サービス部長。 

○町民サービス部長（鳥海仁史） 

大変、申しわけございません。 

ただいま危機管理担当課長から、南足柄市と小田原市との協定を結ぶ上での協議を

している最中だというお話をさせていただきました。南足柄市へ避難することが前提

で、今、回答をさせていただきましたけれども、町内の中であっても、ハザードマッ

プを見ますと町域の西側半分、例えば、岡野、金井島、あるいは延沢、円中地区、こ

こは浸水の想定がなされていない部分というところもございまして、地域避難所の開

設、これを、酒匂川寄りのところが浸水してしまうようなときには、旧酒田地区とい

いますか、そちらの地域避難所も開いていくと、避難場所として提供していくという

ことは考えているところでございます。そういう意味で、西のほうということで御理
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解をいただければなと思います。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

西のほうということですが、やはり小田原市さんと南足柄市さんとも連携をとりな

がら、そういったときには避難できるような仕組みづくりをしていくということです

よね。やはり、そういったことも町民の方々の安心につながっていくと思います。も

ちろん開成町全部がハザードマップ上、浸水区域ではないですから、西側、北側方面

というのは大丈夫だと思うのですけれども、ありがとうございます。 

続きまして、先日、ハザードマップを使った防災訓練ということで、何カ所かはじ

められたということです。私も牛島のハザードマップの防災訓練に参加させていただ

きましたけれども、非常に、台風後ということで、多くの方々の参加がありました。

また、とても有効な防災訓練だと思います。普段、なかなか家では広げないハザード

マップを、しっかり、そこで見て説明を受けて質疑応答できたということです。ぜひ、

これは続けていっていただきたいなと。 

それから、いろいろな場所でそういったことを、先ほど町長からの答弁もありまし

たけれども、自治会単位でやったから終わりではなくて、いろいろな単位でそういっ

たことをぜひやっていって啓発活動をしていっていただきたいと思います。  

それと、ハザードマップの防災訓練なのですが、今回、一つ、あったら良かったな

と思うのは、そこで一人一人にシミュレーションとして、先ほど避難する道は自分で

考えるのだと課長からも話がありましたけれども、そういうことを少し時間を持って

シミュレーション、頭でしてもらえるような時間とか仕組みもその中に入れると、よ

り分かりやすいのではないかなと思いました。ぜひ、そういった防災訓練をしていっ

ていただきたいと思います。 

続きまして、三つ目の質問になりますが、三保ダムとの連携状況ということなので

すけれども、先ほど最初の答弁の中で、６月１５日から１０月１５日までが洪水期と

いうことで水面の設定がされていると。実際、データを見ますと、三保ダムの通常満

水に比較して８５％というところが洪水時の満水状態となっているというふうにデ

ータで見てとれます。通常、ここ３年間ぐらいは、そこからさらに４％ほど下がった

８１％で、それが管理されているようでした。 

ところが、この管理をされていまして、台風が終わった後に洪水期の満水の８５％

でぴたっととまったと。ある意味、結果としては、三保ダム、すばらしい管理をされ

たなというふうには見てとれるのですが、それで全て良しと考えるのかどうなのかと

いうのは別問題としまして、相模川の水系、三つダムがありますけれども、それの全

体を見ますと、洪水期、当然、８５％とか、そうなっているのでしょう。そこから数％、

ここ３年間ぐらい下げているのですが、実は、相模川水系は台風が来る直前に６％ほ

ど放流して下げているのです、水面を。それでも通常期の満水のところまで行ってし

まって緊急放流をしなくてはいけないという状況に来たということを考えますと、こ
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ういった言い方をして良いか分からないのですが、今回、完璧だったのだけれども、

たまたまという考え方もできるのかなと。 

箱根で１千ミリ降ったわけですから、その雲が多少、東にそれたりしていれば、ど

ういう状況になったかは分からないわけです。そうすると、より連携というものが、

県、三保ダムと必要になっていくと思うのですが、いかがでしょうか。  

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

今回の三保ダムの放流の件は、私は運が良かったのかなと感じています。相模川の

ほうは、そうはいかなかった。この件については、神奈川県の市長会と町村会で、す

ぐ、知事のほうにダムの運用、また河川の放流の情報の出し方を含めて要望を出させ

ていただきました。 

今、これだけの気象庁の予測が可能の中で、ある程度の上流に降る雨のあれは科学

的に出てくるのかなと考えるのですけれども、多分、それが想定以上の雨が降ったと

いうことで、相模川はそういう形になったと思うのですけれども、やはり、もう少し、

素人考えではないですけれども、余裕を持って。大雨が降るということが言われてい

るのだから、ダムにおいては事前にダムの放流をして減らしておいてほしいというこ

とは、これからも県に対して、知事との意見交換会がこれからもありますので、そう

いうところで言っていきたいなと。下流に住む人間にとっては大変な事態になるわけ

ですから、そのようなことを運用で可能ならば、そのような形でやっていただけるよ

うに、これからもきちんと意見は言っていきたいと思っております。 

○議長（吉田敏郎） 

危機管理担当課長。 

○危機管理担当課長（橋本健一郎） 

町長のほうで要望をしていただきました。その後、先週なのですけれども、１１月

２６日、政府は台風１９号の大雨被害を受けまして、国内のダム、計１千４６０カ所

の治水強化というものを打ち出してございます。記事によりますと、今回、水害対策

に使える容量は３割程度にとどまっていたというところがございましたので、ダムの

運用見直しということがここで掲げられておりまして、年内に運用の見直しの基本的

な方向性を策定しまして、来年６月ごろから、そちらの災害対策に備えましての運用

開始を目指すということでございますので、政府としても、この辺について取り組ん

でいくところは記事として確認しているところでございます。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

ぜひ、早急に、私たち酒匂川流域に住んでいる住民の命を握っていると思われる三

保ダムなので、今まで以上の連携をしていただきたいと思います。 

最後の質問になりますけれども、かすみ堤に関してなのですが、時間もありません
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のでざっくり質問させていただくのですが、今回、先ほど井上議員からもありました

が、かすみ堤自体が浸水して奥の渡るところのサイクリングコースの堤防の低いとこ

ろも越えたということですよね。やはり安心・安全に生活していくためには、あれが

越えて、小田急線を越えたなどということになった場合には、多少なりとも大変なこ

とになるわけです。そうすると、確かに、酒匂川という一帯で考えれば県なのかもし

れないですけれども、開成町としても、かすみ堤のあり方というものを全体で議論す

るタイミングに来ているのではないのかと、どういう方向性にするにしても、と思い

ます。 

私は、例えば、かすみ堤を残すのであれば、先ほどのサイクリングコースのところ

を多少なりともかさ上げは必要ではないのかなと。そうした場合に、今ある畑のとこ

ろを、仮に５０センチでも土を取って、その土をサイクリングコース側にかさ上げし

て堤防にするなんていうことだって、できなくはないのかなと思うのですが、いかが

でしょうか。 

○議長（吉田敏郎） 

町長。 

○町長（府川裕一） 

かすみ堤の関係については、我々素人が何かというのは難しい話ですけれども、今、

また９年前にかすみ堤に水が入ったときのことを考えると、ある程度、あれがあった

おかげで堤防の決壊もなく済んだのかもしれないし、また、あれを塞いだほうが良い

のか、それは、やはり科学的に専門家の人たちにきちんと検証してもらわないと、町

レベルであそこをどうしたら良いかというのはなかなか難しい話になると私は思い

ます。 

どちらにしても、開成町の中に水が入らないようにすることは大変重要なことであ

りますので、その辺の、すぐ堤防かさ上げができるかどうかは別にして、そういうこ

との検討はしていく必要があるかなと考えております。 

以上です。 

○議長（吉田敏郎） 

武井議員。 

○３番（武井正広） 

検討していく必要もあるだろうということであれば、ぜひ、専門家も交えて、開成

町だけでできないのであれば県も含めて、早急に、どうしていくのかということを検

討していただきたいと思います。酒匂川と隣り合わせの町ですから、うまくつき合っ

ていくことが大切だと思いますし、ある意味、絶対に浸水させないという強い気持ち

を持って立ち向かっていくということが必要ではないかと思います。 

ほぼ時間になりましたので、ここで私の質問は終わりにさせていただきます。あり

がとうございました。 

○議長（吉田敏郎） 

これで武井議員の一般質問を終了といたします。 


